
平成２８年 ５月１７日   

 

入札契約制度の改正等について 

 

 

１ 造園業務委託の最低制限価格の設定について 

（１）改正内容 

    造園業務委託（樹木のせん定等の業務（草刈又は除草作業業務は除く。））に最低制

限価格を設けます。この場合の最低制限価格基準率は０．７２とし，建設工事と同様の

計算式及び計算方法で最低制限価格を求めることとします。 

 最低制限価格（税抜）＝予定価格（税抜）×（最低制限価格基準率（0.72）－（0.002

Ｘ＋0.0002Ｙ）） 

（２）改正時期 

   平成２８年５月１７日以降の入札公告・指名通知分から 

 

２ 社会保険等未加入業者との一次下請契約の原則禁止について 

  当企業団発注工事において元請業者と社会保険未加入業者との一次下請契約を原則禁止し

ます。 

（１）一次下請業者の範囲 

 一次下請業者のうち建設業許可を有する者（警備業務等は対象となりません。） 

（２）対象工事 

 下請代金の総額（当該下請契約が２以上あるときは，それらの請負代金額の総額）が，

３，０００万円以上（建築一式工事の場合は４，５００万円以上）の工事 

（３）実施時期 

   平成２８年５月１７日以降の入札公告・指名通知分から 


